
                         令和 ４年 ４月 １日   

 

姫路市重度障害者等就労支援事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、重度障害者等の通勤支援や職場等における支援を行うことによ

り、重度障害者等の就労環境の整備を図ることを目的として実施する姫路市重度障

害者等就労支援事業（以下「本事業」という。）について、必要な事項を定めるも

のとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 重度障害者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第１９条第

１項の規定に基づき、障害者総合支援法第５条第１項に規定する重度訪問介護、

同行援護又は行動援護（以下「重度訪問介護等」という。）に係る支給決定を受

けている者をいう。 

⑵ 指定就労支援事業者 障害者総合支援法第２９条第１項の規定に基づき、重度

訪問介護等に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた者をいう。 

⑶ 支援計画書 重度障害者等の通勤支援や職場等における支援の対象範囲を明確

にするため、企業（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２

３号）第４９条第１項にある助成金の対象となる事業主をいう。以下同じ。）が

重度障害者等、指定就労支援事業者等と連携して作成するものをいう。 

⑷ 指定相談支援事業者 障害者総合支援法第５１条の１７第１項第１号の規定に

基づき、指定特定相談支援事業者の指定を受けた者をいう。 

（事業内容） 

第３条 本事業は、重度障害者等が次に掲げる支援を受けるために必要な費用の一部

を給付するものとする。 

⑴ 企業が重度障害者等を雇用するに当たり、障害者の雇用の促進等に関する法律



第４９条の規定に基づく障害者雇用納付金制度による助成金を活用してもなお当

該重度障害者等の雇用継続に支障が残る場合に必要となる喀痰
かくたん

吸引や姿勢の調整

、安全確保のための見守りその他雇用の継続に必要な支援及び重度障害者等の通

勤支援（企業に継続して通勤する場合において、毎年度、当該継続する通勤の４

か月目以後のものに対し、支援するものをいう。以下同じ。） 

⑵ 重度障害者等が自営業者等（独立して自ら事業を営む者、事業のため他人を使

用する者その他企業に雇用されない者をいう。以下同じ。）として働く場合にお

いて必要となる通勤支援や職場等における支援 

 （対象者） 

第４条 本事業の対象となる者は、重度障害者等であって、姫路市内に住所を有し、

次のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 企業に雇用される者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号）第６条の１０第１項第１号

に規定する就労継続支援Ａ型の利用者を除く。）であって、１週間の所定労働時

間が１０時間以上のもの（１週間の所定労働時間１０時間未満の者である場合に

おいて、支援に係る年度の末日までに当該企業が１０時間以上に引き上げること

を目指すことが支援計画書によって確認することができ、市長が当該支援を必要

と認める者を含む。） 

⑵ 自営業者等であって、自営業に従事する時間が１週間のうち１０時間以上であ

り、当該自営業に従事することにより当該重度障害者等の所得の向上が見込まれ

ると市長が認めるもの 

（支給の申請及び決定） 

第５条 本事業を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、重度障害者等

就労支援事業費支給申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に支援計画書

を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、前条第２号に掲げる者のうち

、障害者総合支援法第５条第２２項に規定するサービス等利用計画その他の書類に

より申請者の支援状況が確認できるものについては、支援計画書の添付を省略する

ことができる。 



２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請者の利用に関する意向その

他の市長が定める事項を勘案して本事業の利用の可否を決定し、重度障害者等就労

支援事業費支給決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、重度障害者等就労支援事業

受給者証（様式第３号。以下「受給者証」という。）を交付するものとする。 

４ 第２項の規定による決定（以下「支給決定」という。）の有効期間は、同項の規

定による利用決定の日の属する年度の末日までとする。 

５ 支給決定を受けた者（以下「受給者」という。）は、有効期間満了後も引き続き

利用の継続を希望するときは、有効期間満了日までに申請書により改めて市長に申

請しなければならない。 

６ 受給者は、申請書及び受給者証の記載事項に変更があったときは、重度障害者等

就労支援事業申請内容変更届出書（様式第４号）により市長に届け出なければなら

ない。 

（サービスの支給量） 

第６条 本事業の利用による支援（以下「サービス」という。）の支給量は、別表第

１の範囲内で市長が決定する。 

（支給決定の変更） 

第７条 受給者は、支給決定に係る支給量を変更する必要があるときは、重度障害者

等就労支援事業費支給量変更申請書（様式第５号）に支援計画書を添えて、市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があった場合は、当該申請内容を審査し、必要があると認め

るときは、支給決定の変更を行い、その旨を当該受給者に通知するものとする。 

（支給決定の取消し） 

第８条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消

すことができる。 

 ⑴ 第４条に規定する対象者でなくなったとき。 

 ⑵ 死亡したとき。 

 ⑶ 申請に際し虚偽その他の不正行為を行ったと認められたとき。 



 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、本事業の利用を行うことが適当でないと市長が認

めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、支給決定取消書（様式

第６号）により受給者に通知するものとする。 

３ 受給者は、第１項の規定により支給決定が取り消されたときは、受給者証を返還

しなければならない。 

（サービスの提供） 

第９条 受給者は、本事業の利用によりサービスの提供を受けようとするときは、指

定就労支援事業者（受給者が障害者総合支援法第１９条１項に規定する支給決定を

受けたサービス種別の障害福祉サービスを行う事業所の指定を受けた指定就労支援

事業者に限る。）に受給者証を提示し、利用の申込みを行うものとする。 

２ 受給者は、支援計画書の作成に係る支援を受けようとするときは、指定相談支援

事業者にサービスの提供を依頼するものとする。 

（支援員） 

第１０条 支援員（受給者にサービスを提供する指定就労支援事業者の従業者をいう

。）は、支給対象者の生命の危険回避のための支援を行うことができる者でなけれ

ばならない。 

２ 支援員は、サービスの提供を行う際は、企業の指示に従うとともに、その身分を

示す証明書を携行し、支給対象者又は企業から提示を求められたときは、これを提

示しなければならない。 

３ 支援員は、定められた活動時間中は、その業務に専念しなければならない。 

４ 支援員は、活動時間中に物品のあっせん、販売その他本事業の実施に支障を来す

行為をしてはならない。 

（事業費の支給等） 

第１１条 市長は、受給者が支給決定の有効期間内において指定就労支援事業者又は

指定相談支援事業者（以下「サービス提供事業者」という。）からサービスの提供

を受けたときは、当該サービスの提供に要した費用（以下「事業費」という。）を

受給者に支給する。 



２ 事業費は、別表第２に定めるサービスの提供時間に応じたサービス費の単位数に

、厚生労働大臣が定める一単位の単価（平成２４年厚生労働省告示第９４号）を乗

じて得た額（１円未満切捨て）とする。 

３ 受給者は、サービス提供事業者からサービスの提供を受けたときは、１月につき

、事業費の１０分の１に相当する額又は別表第３に定める負担上限月額のうちいず

れか低い額を受給者負担額として当該サービス提供事業者に支払うものとする。た

だし、別表第２第２号に定める支援計画書作成支援費に係る受給者負担額は、０円

とする。 

４ 前項の受給者負担額は、重度訪問介護等を含む障害者総合支援法に基づく他の事

業の利用者負担額の上限に係る計算の対象としないものとする。 

５ 受給者が事業費の請求及び受領をサービス提供事業者に委任したときは、市長は

、当該受給者に支払うべき事業費を当該受給者に代わり当該サービス提供事業者に

支払うものとする。この場合において、第３項の受給者負担額があるときは、事業

費から当該額を控除した額を支払うものとする。 

６ サービス提供事業者は、前項の規定により市長から事業費の給付を受けたときは

、受給者に対し、受領した事業費の額を通知しなければならない。 

（事業費の請求及び支払期日） 

第１２条 受給者は、前条第１項の規定により事業費の支払を受けようとするときは

、サービス提供を受けた日の属する月の翌月１０日までに、重度障害者等就労支援

事業費請求書（様式第７号）に領収書その他の事業費の額が分かる書類、利用明細

書（様式第８号）及びサービス提供に係る実績記録票（様式第９号）を添えて市長

に提出しなければならない。 

２ 前条第５項の規定により、受給者が事業費の請求及び受領をサービス提供事業者

に委任したときは、サービス提供事業者は、サービス提供を行った日の属する月の

翌月１０日までに、重度障害者等就労支援事業費請求書兼代理受領委任状（様式第

１０号）に利用明細書及びサービス提供に係る実績記録票を添えて市長に提出しな

ければならない。ただし、本事業の内容が支援計画書作成支援であるときは、利用

明細書及びサービス提供に係る実績記録票の添付を要しない。 



３ 市長は、前２項の規定により請求があった場合は、その内容を審査し、適当であ

ると認めるときは、請求があった日から３０日以内に支払うものとする。 

（不正利得の徴収） 

第１３条 市長は、偽りその他不正の手段により事業費の支給を受けた者があるとき

は、その者から、当該事業費の支給に相当する金額の全部又は一部を徴収すること

ができる。 

２ 市長は、サービス提供事業者が偽りその他不正の手段により事業費の支払を受け

たときは、当該サービス提供事業者に対して、その支払った額につき返還させるこ

とができる。 

 （秘密の保持） 

第１４条 サービス提供事業者の従事者及び管理者（以下「従事者等」という。）は

、正当な理由がなく、その業務上知り得た受給者及び当該受給者の家族の秘密を漏

らしてはならない。 

２ サービス提供事業者は、従事者等であった者が、正当な理由なく、その業務上知

り得た受給者及び当該受給者の家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を

講じなければならない。 

 （調査及び指導監督） 

第１５条 市長は、本事業の実施に関して必要があると認めるときは、受給者、受給

者の配偶者若しくは受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこ

れらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を

命じ、又は本市職員に質問させることができる。 

２ 市長は、本事業の実施に関して必要があると認めるときは、サービス提供事業者

又はその従事者等若しくは従事者等であった者に対し、報告若しくは文書その他の

物件の提出若しくは提示を命じ、本市職員に関係者に質問させ、又は本事業を行う

事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

３ サービス提供事業者は、前項の規定に基づき市長が定期又は随時に行う調査及び

指揮監督に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に

従って必要な改善を行わなければならない。 



４ 第１項又は第２項の規定に基づく調査及び指導監督を行う場合は、本市職員は、

その身分を示す証明書（様式第１１号）を携行し、関係者から請求があったときは

、これを提示しなければならない。 

５ 第１項及び第２項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 

（補則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 



別表第１（第６条関係） 

障害福祉サービスの種類 一月当たりの支給量 

重度訪問介護 １６０時間 

同行援護 ５０時間 

行動援護 ５０時間 

 

別表第２（第１１条関係） 

⑴ 重度障害者等就労支援特別事業費 

障害福祉サービスの種類 事業費の単位 

重度訪問介護 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律に基づく指定障害福祉サービス等及

び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の

算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第

５２３号。以下「報酬告示」という。）別表第２の

１のイに規定する重度訪問介護サービス費の単位 

同行援護 報酬告示別表第３の１に規定する同行援護サービ

ス費の単位 

行動援護 報酬告示別表第４の１に規定する行動援護サービ

ス費の単位 

  備考 報酬告示の注に定める事項は、算定の対象としない。 

⑵ 支援計画書作成支援費 

支援計画書作成支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律に基づく指定計画相談支援に要する

費用の額の算定に関する基準（平成２４年厚生労

働省告示第１２５号）別表１のイに規定するサー

ビス利用支援費（Ⅰ）の単位 

 



別表第３（第１１条関係） 

区分 収入の状況 負担上限月額 

生活保護等 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による

被保護者若しくは要保護者世帯又は中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支

援に関する法律（平成６年法律第３０号）による

支援給付を受けている世帯 

０円 

低所得 市民税非課税世帯 ０円 

一般 

⑴ 受給者が１８歳以上の市民税課税世帯であっ

て、当該世帯に属する者の市町村民税所得割の

額の合計が１６万円未満の者 

９，３００円 
⑵ １８歳以上２０歳未満の指定障害者支援施設

入所者、指定療養介護施設入所者又は指定障害

児入所施設入所者であって、当該世帯に属する

者の市町村民税所得割の額の合計が２８万円未

満の者 

⑶ 市民税課税世帯であって、前２号に掲げる者

以外の者 
３７，２００円 

備考 

１ 収入の状況は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律施行令（平成１８年政令第１０号）第１７条の規定に準じて計算するものと

する。 

２ この表において「世帯」とは、受給者が１８歳以上の場合にあっては、受給

者及び当該受給者と同一の世帯に属する配偶者をいい、受給者が１８歳未満の

場合にあっては、受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者をいう。 

 


